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和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて

【目的】

市の国民健康保険の基本的な運営方針について、３年を一期とした事業計画を策

定し、安定的な財政運営を行っていくことを明文化したものです。

その他、平成３０年度からの国民健康保険制度改正に伴う所要の改正を行うもの

です。

【内容】

1 (1)和光市国民健康保険事業計画の策定

平成３０年度から、３年を一期とした和光市国民健康保険事業計画を定め、医療

費分析から課題の抽出、課題解決のための保健事業等の施策の展開、被保険者数及

び医療費の推計を行い、被保険者のあるべき負担を明確にしながら、今後３年間の

国民健康保険税の税率等を示します。（第４条関係）

今後の税率等の改正については、３年に一度となります。（第１０条関係）

(2)国民健康保険運営協議会の位置付け

市の国民健康保険運営協議会を、国民健康保険法第１１条第２項の規定に基づく

協議会と規定するものです。

2 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第 号

和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて

和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

和光市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（課税額） （課税額）

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の
課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康
保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合
算額とする。

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の
課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康
保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国民
健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法
律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（
以下この条において「後期高齢者支援金等」とい
う。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号
）の規定による納付金の納付に要する費用を除く。
）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。
以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税額（国
民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付
に要する費用に充てるための国民健康保険税の課
税額をいう。以下同じ。）並びに当該世帯主及び
当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち
同法第９条第２号に規定する被保険者であるもの
につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険
税のうち、同法の規定による納付金の納付に要す
る費用に充てるための国民健康保険税の課税額を
いう。以下同じ。）の合算額とする。

基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健
康保険に関する特別会計において負担する国民
健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（
昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民
健康保険事業費納付金（以下この条において「
国民健康保険事業費納付金」という。）の納付
に要する費用のうち、県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する高齢者の医療の確
保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の
規定による後期高齢者支援金等（以下この条に
おいて「後期高齢者支援金等」という。）及び
介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定
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による納付金（以下この条において「介護納付
金」という。）の納付に要する費用に充てる部
分を除く。）に充てるための国民健康保険税の
課税額をいう。以下同じ。）

後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税
のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要
する費用（県の国民健康保険に関する特別会計
において負担する後期高齢者支援金等の納付に
要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた
めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。
）

介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被
保険者のうち、介護保険法第９条第２号に規定
する第２号被保険者であるものをいう。以下同
じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民
健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金
の納付に要する費用（県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する介護納付金の納付
に要する費用に充てる部分に限る。）に充てる
ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同
じ。）

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２
項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民
健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び
資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等
割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５４
万円を超える場合においては、基礎課税額は、５
４万円とする。

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世
帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保
険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割
額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の
合算額とする。ただし、当該合算額が５４万円を
超える場合においては、基礎課税額は、５４万円
とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、
世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその
世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及
び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当
該合算額が１９万円を超える場合においては、後
期高齢者支援金等課税額は、１９万円とする。

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主
（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に
属する被保険者につき算定した所得割額及び被保
険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算
額が１９万円を超える場合においては、後期高齢
者支援金等課税額は、１９万円とする。

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付
金課税被保険者である世帯主（前条第２項の世帯
主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課
税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者
均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が
１６万円を超える場合においては、介護納付金課
税額は、１６万円とする。

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税
被保険者（国民健康保険の被保険者のうち介護保
険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの
をいう。以下同じ。）である世帯主（前条第２項
の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納
付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被
保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合
算額が１６万円を超える場合においては、介護納
付金課税額は、１６万円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額）

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属す
る年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法
律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条
の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金
額の合計額から同条第２項の規定により控除をし
た後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以
下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１
００分の６．９を乗じて算定する。

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属す
る年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法
律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条
の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金
額の合計額から同条第２項の規定により控除をし
た後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以
下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１
００分の６．３を乗じて算定する。

２（略） ２（略）

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割
額）

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割
額）

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保
険者１人について１６，８００円とする。

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保
険者１人について１５，６００円とする。



4

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
）

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
）

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次
の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める額とする。

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次
の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める額とする。

特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保
険法第６条第８号の規定により被保険者の資格
を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日
の前日以後継続して同一の世帯に属するものを
いう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保
険者が属する世帯であつて同日の属する月（以
下この号において「特定月」という。）以後５
年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯
に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。
次号及び第２１条において同じ。）及び特定継
続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属
する被保険者が属する世帯であつて特定月以後
５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を
経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他
の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第
３号及び第２１条において同じ。）以外の世帯
１８，０００円

特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保
険法（昭和３３年法律第１９２号）第６条第８
号の規定により被保険者の資格を喪失した者で
あつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続
して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。
）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯
であつて同日の属する月（以下この号において
「特定月」という。）以後５年を経過する月ま
での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者が
いない場合に限る。）をいう。次号及び第２１
条において同じ。）及び特定継続世帯（特定同
一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が
属する世帯であつて特定月以後５年を経過する
月の翌月から特定月以後８年を経過する月まで
の間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい
ない場合に限る。）をいう。第３号及び第２１
条において同じ。）以外の世帯 １８，０００
円

・ （略） ・ （略）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援
金等課税額の所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援
金等課税額の所得割額）

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の
総所得金額等に１００分の２．０を乗じて算定す
る。

第６条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属
する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金
額等に１００分の１．８を乗じて算定する。

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額）

第８条 第２条第４項の所得割額は、基礎控除後の
総所得金額等に１００分の１．２を乗じて算定す
る。

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課
税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１
００分の１．０を乗じて算定する。

（納期） （納期）

第１２条（略） 第１２条（略）

２（略） ２（略）

３ 第１項に規定する各納期（年度の初めの納期を
除く。）の納付額に１００円未満の端数があると
きはその端数の額、又は当該納付額が１００円未
満のときはその全ての額は、当該納期の属する年
度の初めの納期の納付額に合算するものとする。

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第１３条（略） 第１３条（略）

２～４（略） ２～４（略）

５ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義
務者の世帯に属する被保険者（当該納税義務者を
除く。以下次項において同じ。）となつた者があ
る場合には、当該被保険者となつた日を第１項の
賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係
る第２条第１項の額から当該被保険者となつた者
が当該世帯に属する被保険者でないものとみなし
て算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除
した残額を、当該被保険者となつた日の属する月
から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

５ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義
務者の世帯に属する被保険者（当該納税義務者を
除く。以下次項において同じ。）となつた者があ
る場合には、当該被保険者となつた日を同項の賦
課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る
第２条第１項の額から当該被保険者となつた者が
当該世帯に属する被保険者でないものとみなして
算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除し
た残額を、当該被保険者となつた日の属する月か
ら、月割をもつて当該納税義務者に課する。

６～８（略） ６～８（略）

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）
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第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税
義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第
２条第２項本文の基礎課税額から当該各号ア及び
イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得
た額が５４万円を超える場合には、５４万円）、
同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から
当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減
額して得た額が１９万円を超える場合には、１９
万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額
から当該各号エに掲げる額を減額して得た額（当
該減額して得た額が１６万円を超える場合には、
１６万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保
険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税
の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及
びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して
得た額が５４万円を超える場合には、５４万円）、
同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から
ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得
た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並
びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額
が１６万円を超える場合には、１６万円）の合算
額とする。

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円を超えない世
帯に係る納税義務者

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円を超えない世
帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について １１，７６
０円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について １０，９２
０円

イ～エ（略） イ～エ（略）

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき２７万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（
前号に該当する者を除く。）

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき２７万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（
前号に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について ８，４００
円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について ７，８００
円

イ～エ（略） イ～エ（略）

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき４９万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（
前２号に該当する者を除く。）

法第７０３条の５に規定する総所得金額及び
山林所得金額の合算額が３３万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき４９万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（
前２号に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について ３，３６０
円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する
世帯主を除く。）１人について ３，１２０
円

イ～エ（略） イ～エ（略）

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課
税の特例）

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課
税の特例）

第２１条の２ 国民健康保険税の納税義務者である
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保
険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する
特例対象被保険者等をいう。第２２条の２におい
て同じ。）である場合における第３条及び前条の
規定の適用については、第３条第１項中「規定す
る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額
（第２１条の２に規定する特例対象被保険者等の
総所得金額に給与所得が含まれている場合におい
ては、当該給与所得については、所得税法（昭和
４０年法律第３３号）第２８条第２項の規定によ
つて計算した金額の１００分の３０に相当する金
額によるものとする。次項において同じ。）」と、
「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

第２１条の２ 国民健康保険税の納税義務者である
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保
険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する
特例対象被保険者等をいう。第２２条の２におい
て同じ。）である場合における第３条及び前条の
規定の適用については、第３条第１項中「規定す
る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額
（第２１条の２に規定する特例対象被保険者等の
総所得金額に給与所得が含まれている場合におい
ては、当該給与所得については、所得税法（昭和
４０年法律第３３号）第２８条第２項の規定によ
つて計算した金額の１００分の３０に相当する金
額によるものとする。次項において同じ。）」と、
「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の和光市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。

平成３０年２月２５日提出

和光市長 松本 武洋

提 案 理 由

国民健康保険税の税率等を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より、この案を提出するものである。

２項」と、前条第１号中「総所得金額」とあるの
は「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険
者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合
においては、当該給与所得については、所得税法
第２８条第２項の規定によつて計算した金額の１
００分の３０に相当する金額によるものとする。
次号及び第３号において同じ。）」とする。

２項」と、前条第１号中「総所得金額」とあるの
は「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険
者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合
においては、当該給与所得については、所得税法
第２８条第２項の規定によつて計算した金額の１
００分の３０に相当する金額によるものとする。
次号において同じ。）」とする。

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免）

第２４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する
者のうち必要があると認められるものに対し国民
健康保険税を減免する。

第２４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する
者のうち必要があると認められるものに対し国民
健康保険税を減免する。

～ （略） ～ （略）

２ 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受
けようとする者は、納期限（災害その他やむを得
ない事由により、当該納期限までに申請書を提出
することが著しく困難であると市長が認めた場合
は、市長が別に定める日）までに次に掲げる事項
を記載した申請書に減免を受けようとする事由を
証明する書類を添えて市長に提出しなければなら
ない。

２ 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受
けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項
を記載した申請書に減免を受けようとする事由を
証明する書類を添えて市長に提出しなければなら
ない。

～ （略） ～ （略）

３（略） ３（略）


